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抄録 
わが国の教育行政は個人の尊厳を尊重するという理念のもと行われている．しかし，少子化・大

学生の学力低下・意欲低下という決して明るくない教育の現状があるのも事実である．本稿は，そ

の背景となる事情を明らかにし，高校から大学へ環境が変わることによる学生の学びの危機を問題

として提示する．そして，リメディアル教育・初年次教育の視点から先行研究を整理し，まだ検討

されていない課題について明らかにするものである． 
 

１． はじめに 
 

「東京藝術大学」と聞いてその名前と存在を知

らない者はいない．しかし，「東京藝術大学」につ

いてその内情を詳しく知っている者はおそらく多

くはないと考える．二宮敦人『最後の秘境 東京

藝大 天才たちのカオスな日常』という書籍があ

る[1]．この「最後の秘境」という言葉に筆者が込

めた思いとは何だろうか．教育改革，大学改革，

産学連携，学力低下，ゆとり教育という問題につ

いて論ずる文献は多いし，文部科学省をはじめ国

や地方公共団体は教育・学びとは何かという問題

に取り組んできた長い歴史がある．しかし，未だ

終わりはなく，これらの議論はつづいている．終

着点にあると信じられている理想的な教育のかた

ちは，どこにあるのか．アメリカの教育行政をモ

デルとし，それを求める論者もいれば，古来伝統

の日本の文化性を強調する者もいる．海も越えな

い，伝統や歴史にもとらわれない，「最後の秘境」

での「天才たちのカオスな日常」の中に理想の教

育とは何たるかを知る手がかりはあるのだろうか． 
さて，とりわけ教育について語る場合，忘れて

はならないのは教育を受ける者の個性を尊重する

という原則である． 

言うまでもなく，小中高等学校，大学（院）に

いたるまで，私立国立問わず教育というものはこ

の国の制度の一つである．それぞれの教育機関は

異なった役割を担っていながら，少なからず国と

の関係を持っている．国公立大学法人はもとより，

私立学校においても，私学助成金などの制度が用

意されている．よって教育はその種類を問わず，

この国の制度であるといえる．制度であるからに

は，教育行政はこの国の法律にもとづいて行われ

ている．教育という制度の根幹をなしている法律

が，教育基本法[2]である．先の私立学校について

も，教育基本法はその第 8 条で「私立学校の有す

る公の性質及び学校教育において果たす重要な役

割にかんがみ，国及び地方公共団体は，…助成そ

の他の適当な方法によって私立学校教育の振興に

努めなければならない」と規定している．教育基

本法のもとには，この他に「学校教育法」，「地方

教育行政の組織および運営に関する法律」，「教育

職員免許法および教育公務員特例法」（教育三法）

などが関連法制として用意されている[3]．これら
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の教育基本法関連法制は，いずれも国会で成立し

た法律であるから，日本国憲法の理念にのっとっ

ている．そして，日本国憲法がとりわけ大切にし

ているのが，「個人の尊厳」という概念である[4]．

それは日本国憲法第 13 条に明確に規定されてい

る． 
 

すべて国民は，個人として尊重される．生命，

自由および幸福追求に対する国民の権利について

は，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国

政の上で，最大の尊重を必要とする．（日本国憲法

第 13 条） 
 

憲法学では，この最大の尊重を必要とされると

いう個人の尊厳について，本規定の重要性を以下

のように説明する． 
 

（基本的人権の観念は，）個人の人格の価値の尊

重をその出発点とする．…すべては個人を人間と

して尊重し，その自由な人格形成と発展を支える

ためのものである．…（野中ほか 2012）[5] 

また，教育基本法には前文があり，日本国憲法

の定めるこの趣旨を尊重することを再確認する文

言が盛り込まれている．重要と思われる箇所だけ

引用する． 
 

我々は，…個人の尊厳を重んじ…，伝統を継承

し，新しい文化の創造を目指す教育を推進する． 
ここに，我々は，日本国憲法の精神にのっとり

…この法律を制定する．（教育基本法前文） 
 

ここまでで明らかになったことは，わが国にお

ける教育というものは，個人の尊厳，人格の尊重

という崇高な理念のもとに設計されている，とい

うことである． 

こうした美しいほどに高らかな理念を確認した

ところで，わが国における教育に関する現状や社

会問題を，全てとはいわないが重要なところだけ

かいつまんで概観してみようと思う．要するに，

ここからは，「分数のできない大学生」[6][7]「大学

全入時代」「ゆとり世代」といったフレーズ・キー

ワードについて考察することになる．以下では，

大学生の学力低下や意欲低下といった問題を取り

上げる． 

次節では，昨今の教育問題に関する一般的認識

を平易な言葉で再確認し，問題を共有することか

ら始める．そして，大学生の学力低下と言われる

ゆえんとなっている高大接続の問題，すなわち高

校までの勉強と大学での学びの環境が大きく変化

することによる生徒・学生たちが直面する危機に

着目する．ここまでで問題意識が一層明らかにな

ると思われるので，本論以降では，近年言われて

いるリメディアル教育とか，初年次教育というテ

ーマを用いて今後の教育の理想的なあり方を検討

する．リメディアル教育，初年次教育という言葉

の意味については議論のあるところではあるが，

現時点では，リメディアル教育とは中高で学習・

達成してきたはずの基礎的学力に達していない学

生に対する補習的教育を，初年次教育とはアカデ

ミック・ライティングや論文レポート作成方法，

図書館やデータベースの使い方，引用や剽窃など

著作権の知識など，積極的な大学教育への橋渡し

を行う内容の教育だと把握しておいて差し支えは

ない． 

すでに，リメディアル教育や初年次教育につい

ては多くの研究が行われている．そのほとんどは，

学生の学力やアカデミック・リテラシーが足りて

いないところを底上げするということをゴールと

して，それぞれの大学で行われているこれらの教

育の現状を調査したものであったり，e-Learning

システムとか能動的学習，ピアサポートといった

先駆的方法による学習効果の実証研究について報

告した文献である．ところが，真の意味で人の個

性に着目し，その人の持つ才能を発見し，磨き上

げるといった意味での教育論について取り上げた

ものは少ない．これが本稿の新規的意義である．

そして，多様化する学生像には，特別支援教育が

必要であったり，また，診断や治療を受けている

わけではなくとも学習障害（LD）や注意欠陥・多

動性障害（ADHD），アスペルガー症候群などとい

った広汎性発達障害の傾向を持つ者も含まれてゆ

くべきであると考える．これらの者が持つ社会的

特性に配慮せず，大学に来れなくなり，大学から

ドロップアウトしていく学生を「自滅型」などと

分類し片付けるようなことが許される時代はもは

や終わりを告げたと言える．むしろ，こうした特

性をもつ学生こそ，その個性を尊重されるべき必

要性・緊急性がもっとも高いグループであると筆

者は考える． 
 

２． （先行研究のまとめ①）わが国における教育

小史 
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大学生の学力や学習意欲に対する危機意識が高

まったことの背景として，杉谷（2013）の分析に

よると， 
 

第一に，高校の教育課程が多様化してきた．1960

年代，1970 年代に比べ，高校の卒業要件単位数，

必修教科・科目単位数は徐々に減少し，2003 年以

降は卒業要件 74 単位のうち，必修は 31 単位

（41.9％）となった．大学入学までに共通して履修

する部分が減少し，学校の裁量や生徒の選択の幅

が拡大したことで，大学入学者の履修歴が多様化

してきたのである． 
第二に，大学入試も多様化してきた．近年の少

子化の影響によって，入学者確保のために，学力

不問といわれる推薦入試・AO 入試は増大する一方

であり，一般入試においても試験強化・科目数の

減少など，受験の軽量化が図られてきた．2012 年

度は前年度より若干低下したものの，全大学入学

者に対して，推薦入試の入学者は 34.8％，AO 入試

の入学者は 8.5％を占め，基礎学力の確保が心配さ

れている． 
第三に，1990 年代以降，少子化の影響によって，

受験競争事自体が緩和してきた．1990 年から 2012

年にかけては，大学・短大入学志願率はあまり大

きく伸びなかったにも関わらず，大学・短大進学

率は 36.3％から 56.2％へと上昇した．この結果，

大学・短大収容力（入学者数÷入学志願者数）62.7％
から 92.4％と大幅に増大し，選ばなければ大学に

入学できる「大学全入時代」が到来したのである 
 

とよくまとめられている[8]． 

また，高校・大学の学習の環境のギャップ（以

下，高大接続という用語を用いる）に関して，「初

年次教育」「一年次教育」「導入教育」といった大

学 1 年次の学生に対する教育プログラムを指す用

語が用いられるようになったのは，1991 年の大学

設置基準の大綱化を契機として[9]，「多くの大学で

教養部が廃止されるようになったことで，「教養

部」ではなく，「学部」が一年次からの教育に責任

を持つようになった」[10]ことが背景にあるとされ

ている． 

大学設置基準の大綱化とは，平成 3 年 2 月文部

省大学審議会にて提言された答申の内容に含まれ

るものであり，高等教育が「研究指向のもの，教

育に力点を置くもの，さらには，地域における生

涯学習に力を注ぐといった」ように，「高等教育の

個性化・多様化を促進するため」に大学設置基準

等の簡素化を含む見直しを検討したものであり，

同年 6〜7 月に施行されたものである[11]． 
これにより事実上の規制緩和となった背景より，

1990 年代前半では 30〜40％であった大学進学率

が 2007 年には 53.7％と，高校卒業者のほぼ半数が

大学に進学するという時代が訪れたということで

ある．この，高等教育への進学率が 50％を超える

という事態を指して，マーチン・トロウが「大衆

化」と呼ぶ，高等教育の構造変化を余儀なくされ

ることとなったと言われる． 

トロウの理論的分析の概要と，その理論的基盤

がすでにアメリカで日本より約 30 年早く与えら

れていたというこの二点について，参考として補

足的に説明が必要だと考えたため下に引用する． 
 

…トロウ（Trow, 1973=1976）は，高等教育の発

展段階を①エリート段階（高等教育進学率 15％未

満），②マス段階（高等教育進学率 15％以上 50％

未満），③ユニバーサル段階（高等教育進学率 50％

以上）に分けた．そして，エリート段階では，高

等教育は「少数者の特権」だが，マス段階では「相

対的対数者の権利」となり，ユニバーサル段階に

至ると「万人の義務」となると論じた．この議論

が日本に紹介された当時（1976 年），アメリカの

高等教育は「ユニバーサル段階」にすでに到達し

ていたが，日本はまだ「マス段階」にあった．… 
トロウによれば，この高等教育の量的拡大（進

学率の上昇）は，その質的転換を伴う，という．

…マス段階からユニバーサル段階に移行するに連

れ，①高等教育の目的は「知識・技能の伝達」か

ら「新しい広い経験の提供」に変わり，②その主

要な機能は「専門分化したエリート養成と社会の

指導者層の育成」から「産業社会に貢献しうる全

国民の育成」に移行し，③入学する学生の多様化

によって，構造化された教育課程が弾力化して非

構造的なカリキュラムに変わり，段階的学習方式

を維持できなくなるという．そして，学生の選抜

原理も，マス段階ではある程度，一次元的な能力

主義的な選抜と教育機会の個人の均等化原理であ

ったが，ユニバーサル段階ではあらゆる階層の教

育保障をするために多様な選抜原理をとらざるを

えなくなる，という[12]． 
 

こうした進学者の多様化に対し，確かに高大接
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続のギャップが生まれ，後に取り上げるリメディ

アル教育とか，初年次教育が必要とされるように

なったことは納得できると思うが，それ以外の方

策がなかったわけでもない．それは，「大学側が「ア

ドミッション・ポリシー」（入学受け入れ方針）を

定め，公開し，受験者が大学を選ぶための情報の

一つとして提供している」ことであり，「このよう

な情報を大学が発信することは，単に学力試験で

入学者を選抜するだけではなく，大学における学

習の準備として，高校までに何を習得しておくべ

きかを伝え，大学が望む人材をより多く集めるこ

とを目指している」というものである[13]． 

こうしたアドミッション・ポリシーは公開され

ているため，各大学のウェブサイトを訪問すれば，

どのような学生が求められているのか，頻出する

ワードはいったいどのようなものであろうか，興

味深いことではあるがここでは深く立ち入らない． 

問題は，こうしたアドミッション・ポリシーや

推薦入試・AO 入試の導入による多様化した選抜規

準を設けたとしても，大学で居場所を失ってしま

う学生がなお存在することであると考える．次節

では，こうした学生に対する福祉的な介入として

のリメディアル教育と初年次教育について論ずる． 
 

３． （先行研究のまとめ②）リメディアル教育と

初年次教育 
 

 本稿冒頭にて「リメディアル教育とは中高で学

習・達成してきたはずの基礎的学力に達していな

い学生に対する補習的教育を，初年次教育とはア

カデミック・ライティングや論文レポート作成方

法，図書館やデータベースの使い方，引用や剽窃

など著作権の知識など，積極的な大学教育への橋

渡しを行う内容の教育だ」と述べたが，その語義

には若干の混乱が見られる．それは下記のような

歴史的事情が関係している． 

 谷川ら[14]によると，もともとリメディアル教育

という言葉が先行して用いられ，「正規の大学の学

習についていけない学生達の学力向上のための教

育」として高校までの物理・化学・数学・基礎英

語などの科目を指すもので，現在の我々の共通認

識としてのリメディアル教育の語義そのものであ

ったという．しかし，それが次第に「文献の読み

方」「議論の方法」「レポートの作成法」「図書館

の利用法」などを含む，広い意味で高校から大学

への橋渡し教育全般を含むようになり，むしろ

2000 年前後まではこの用法がふつうだったという．

そこに，中央審議会答申「学士課程教育の構築に

向けて」（2008）以降，「初年次教育」という概念

が定着したため，リメディアル教育は再び当初の

補習・補完的意味合いの再教育という語義に立ち

戻った，というものである． 

 しかし，もとより学びの内容はレベルはどうあ

れ様々であるから，こちらはリメディアル教育，

あちらは初年次教育に含まれるなどといった線引

きは不可能であると考えるし，そもそもそうした

区別をすること自体実益があるかあやしい． 

 以降本節では，リメディアル／初年次教育がど

のような展開を迎えているかを概観する．ただし

こうしたテーマで教育界の現状を仔細に検討した

文献は多いアクティブラーニング[15]，e-Learning[16]，

Problem Based Learning[17]，意思決定・自己認識・

自尊心・共感などのライフスキルをエンドポイン

トとした教材開発[18]，ゼミ型式・ポスターセッシ

ョンを含む初年次教育の紹介[19]，ポートフォリオ

型式の導入[20]，大学院進学者のための語学補習[21]，

インタラクティブなコミュニケーションを可能と

する ICT（情報通信技術）活用事例[22]など興味深

い． 
 

４． 結論と考察：教員・教育組織改革 
 

 前節では，主に不足している学力を補完する意

味でのリメディアル教育に重点をおきながら，そ

れがさまざまな IT技術や教育理論を取り入れて発

展している様子を見てきた． 

 たしかに，e-Learning システムや SNS，ICT（ク

リック・アンサーシステムなど）を用いることに

よって，対面式授業や講義形式での学習を苦手と

する学生に支援の手を差し伸べることはできるし，

学生に提供できる学びの機会の選択肢を多くする

という意味では，とても期待が持てる展望になっ

てきていると言える． 
 しかし，それでもやはり，大学へ来れなくなり

孤立してしまう学生は，大学が自由な社会空間だ

からこそゼロにはならないと考える．例えば，こ

うした学生は，社交不安障害などコミュニケーシ

ョンに困難を感じている場合が考えられるし，あ

るいは広場恐怖で大講義室に入ることに不安を感

じているといったことも考えられる．何もこうし

た学生が総じて精神科医療・治療の適応となるこ

とを主張したいわけではない．例えば，教員との
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コミュニケーションが難しければ，上級生，ティ

ーチング・アシスタントの大学院生など他の指導

者を紹介する試みを行っているか．あるいは，同

級生とであれば打ち解けて話をすることができる

のであれば，空き講義室の自習用の開放など，人

以外に場所的資源の利用を考慮する余地はないの

か．いわゆる大学へ来なくなってしまう学生に対

し，出席を強制にすること以外にどのような支援

の方法が考えられるか． 

 本稿でまとめた先行研究では，新しい技術や教

育理論などを駆使し，効果的教育の実現をめざし

た実益ある知見が多く得られた．とは言え，ほん

の小さな教員の配慮で解決できるような問題は依

然として残りうること，あるいはひとりの教員で

は不可能で，大学等全体の動きが必要とされるケ

ースも考えられる． 
 いずれにしても，大学は教員の集まりにほかな

らないのであり，教員一人ひとりの職能養成や，

教員をサポートする環境づくりなどについてなど，

今日のリメディアル教育に関する論考ではまだ取

り上げられていない課題が存在することがわかり，

今後の研究の蓄積と実践が期待されると考えられ

た． 

 大学生の意欲低下，やる気低下などと言われて

久しい．だが，どのような学生であれ，たとえ第

一志望の大学ではなかったとしても，将来が漠然

としているとしても，新しい環境・新しい世界に

なんの期待も抱かないわけがない，と考えるのは

おかしなことだろうか．すべての大学が東京藝術

大学のように常に新たな創作意欲に燃えさかって

いる必要があるとまでは思わないが，高校を出た

ばかりの学生をいきなり混乱と絶望の淵に落とし

たままにすることは，避けなければならない． 
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Abstract 

The educational administration in Japan is carried out under the principle of respecting the dignity of 
individual. However, it is also true that there is a current situation of being unpleasant in education due to 

decline in birthrate and decline in academic standards and motivation of university students. This paper is to 

clarify the circumstances of the background and to raise a problem of the crisis of learning of students due to 
the fact that the environment is changed to a university from a high school. Then, this paper is to organize the 

previous researches from the point of view of remedial education and first-year education and to clarify the 

issues that have not yet been studied.  
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